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　令和５年４月より、市の行政組織の一部が改正となり、この度「子ども家庭部子ども家庭支援課」が新設となりました。
子ども家庭支援課の「女性相談係」でDV相談、女性相談の受付を行うことになりましたのでお知らせいたします。
ご利用の際は、下記内容をご確認いただき、ご予約をお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症が「５類」へ移行されましたね。マス　新型コロナウイルス感染症が「５類」へ移行されましたね。マス
クを外す機会が増えた方も多いかもしれません。ほんの数年前まで、クを外す機会が増えた方も多いかもしれません。ほんの数年前まで、
マスク生活が“日常”になるとは想像もしませんでした。私自身は、マスク生活が“日常”になるとは想像もしませんでした。私自身は、
マスクを着け始めた頃は違和感があったり息苦しさを感じたりしまマスクを着け始めた頃は違和感があったり息苦しさを感じたりしま
したが、いつの間にかマスク生活が“フツウ”と感じるようになってしたが、いつの間にかマスク生活が“フツウ”と感じるようになって
いました。いました。

　実は、これはＤＶや虐待の話とも似ています。パートナーや親な　実は、これはＤＶや虐待の話とも似ています。パートナーや親な
どから暴言を吐かれたり怒鳴られたりした時、最初はつらい・嫌だどから暴言を吐かれたり怒鳴られたりした時、最初はつらい・嫌だ

と感じても、その感覚が少しずつ薄れていくことがあります。暴言と感じても、その感覚が少しずつ薄れていくことがあります。暴言
や暴力のある生活が“日常”となるのです。酷いことをされていても、や暴力のある生活が“日常”となるのです。酷いことをされていても、
「いつものことだから」と何事もなかったかのように生活する方も「いつものことだから」と何事もなかったかのように生活する方も
多くいます。その方にとっての“フツウ”が徐々に変化していきます。多くいます。その方にとっての“フツウ”が徐々に変化していきます。

　女性相談・ＤＶ相談では、相談にいらした方の“日常”のお話を聴　女性相談・ＤＶ相談では、相談にいらした方の“日常”のお話を聴
かせていただいています。普段どのように過ごしていらっしゃるのかせていただいています。普段どのように過ごしていらっしゃるの
か、どのように感じているのか、改めてお話しすることで見えてくか、どのように感じているのか、改めてお話しすることで見えてく
るものがあるかもしれません。生活の中でモヤモヤした時や、悩んるものがあるかもしれません。生活の中でモヤモヤした時や、悩ん
だり迷ったりした時は、ぜひ相談にいらしてください。お待ちしてだり迷ったりした時は、ぜひ相談にいらしてください。お待ちして
います。（相談員）います。（相談員）

お知らせ・募集 各種相談窓口が変更になりました！

相談室だより

八潮市女性相談室

　市では、様々な悩みを持つ女性を対象とした相談を実施しています。
　夫婦のこと、家族のこと生き方など…。ひとりで悩まないで相談し
てみませんか？臨床心理士やカウンセラーの資格を持つ女性相談員が
あなたの悩みに寄り添います。秘密は守ります。
　第1水曜日の午前中は集団で行うピアカウンセリングを実施していま
す。参加者同士が対等な立場で話し合い、仲間同士で支え合う場です。
　先ずは個別の「女性相談」を受けた際、相談員に希望をお伝えく
ださい。

場所：八潮駅前出張所内相談室　
相談日：�毎週火・水・木曜日� �

1日４枠、予約制� �
①午前10時1５分～11時1５分� �
②午前11時30分～12時30分� �
③午後1時30分～2時30分� �
④午後2時４５分～3時４５分

予約：子ども家庭支援課　0４8-993-9４37

八潮市
ＤＶ相談支援室

　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス＝夫婦や恋人など親密な関係
にあるパートナーからの暴力）に関する相談をお受けしています。
　ＤＶは、殴る蹴るなどの身体的暴力の他、暴言や脅迫などの精神
的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、�性行為の強要などの性
的暴力など多岐にわたります。
　これってＤＶ？と感じたら、少しでも早く相談しましょう。

相談専用電話：0４8-996-39５５　
相談日：�月・金曜日　午前10時～12時、

午後1時～４時
※�面接相談をご希望の方は、予約が必
要です。

予約：子ども家庭支援課　0４8-993-9４37

男女共同参画苦情処
理制度

　市では、男女共同参画に関する市の施策や男女共同参画を妨げる事案に対する市民や事業者からの苦情の申
し出を、公平・中立な立場で処理する機関を設置しています。
　苦情処理委員は弁護士と大学教授の2名で構成され、申し出の内容について調査を行い、その結果、必要があ
ると認めるときは関係者に対し、助言、勧告、是正の要望等を行います。申し出に関する詳細は、市ホームペ
ージをご覧ください。

「�男女共同参画推進
活動事業」実施団
体募集

　市では、「男女共同参画を推進する」イベントや講演会、研修会などを行っていただく市内で活動する団体に、
事業に係る経費（上限５万円）をお支払いします。事業の委託には審査が必要です。
詳細は市ホームページからご確認ください。（締切8月末日）

「�地域で豊かに！グ
ループ名簿」登録
団体を募集

　市では男女が共に地域で活動する場としてサークル活動を応援するため、年1回、会員募集のチラシを作成し
て、市ホームページや市内公共施設へ配布しています。
　現在、掲載いただける団体を募集しています。ご希望の団体は市ホームページから登録用紙をダウンロード
し、人権・男女共同参画課まで申請してください。（今年度掲載ご希望の団体は7月末日までにご登録ください。
8月以降分は次年度掲載となります。）

「�女性人材リスト」に��
ご登録いただける� �
女性を募集

　市では審議会等の委員となってくださる方の人材バンクを作成しています。子育てや仕事がひと段落ついた
方、市の施策に興味をお持ちの方など、人材リストへの登録者を募集しています。
　令和４年４月1日時点で、八潮市の審議会等における女性委員の割合は3４％となっており、市の政策・方針決定
過程の場への女性の参画はまだまだと言えるでしょう。誰もが暮らしやすい地域を創るためには、多様な意見
が必要です。
　多くの方からの登録をお待ちしています。（登録された方、全てが審議会委員に選考されるものではありませ
ん。）登録に関する詳細は、市ホームページをご覧ください。


